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《注意事項》
◎

◎
◎

◎

≪申込書　郵送先≫　FAXでの申込不可
〒646-0036
　和歌山県田辺市上屋敷２丁目1-54号
　公益社団法人和歌山県労働基準協会田辺支部
  問い合せ先　℡0739-22-2422

申込書はご持参、又は郵送で原本をご提出ください。(FAXでの申込は不可)
受講料については、①～③のいずれかの方法で休日を除く講習日の7日
前までにご入金ください。①現金書留で郵送　②銀行振込　③事務所窓口
へ持参

<受講資格>　１～７の受講資格の中から該当する番号に○印を付けて下さい。詳細は「参考」をご覧ください。

後、建築に関して２年以上の実務経験を有する者

年　　　　　月　　　　　日

〒

(　　　　　　）

【受講料振込口座】
　紀陽銀行　田辺支店　普通１１３４６４８
公益社団法人和歌山県労働基準協会田辺支部　宛
　　　　※振込手数料はご負担ください。

申込後の取消は、休日を除く3日前までにご連絡頂きましたら返金します。
（手数料はご負担下さい）それ以後の返金はできません。

部署名

緊急時の連絡(講習会中止等)のため、又、申込についての問合わせ等のた
め、受講者ご本人様と日中連絡がとれる電話番号を必ずご記入下さい↓

現住所

（ Ｔ Ｅ Ｌ ） (　　　　　　）

月
当該業務
経験年数

(TEL)　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）　　　　　

修了

　　２、３、４、５に○を付けた場合は、必ず記入してください。

学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して

のaからgの7種類について確認してください）

最終学歴
(大学院は除く)

４年以上の実務経験を有する者

有する者

証明日

年

勤    務    先

事 業 所
所 在 地

旧姓・通称をご希望の方は、下記ご記入下さい。かっこ書きで印字します↓↓

生年月日 昭和 ・ 平成

 受講者氏名

ふりがな
(必ずご記入ください）

令和　　　年 　 　月　　 　日・　　　月　　　 日受講日

事業場名

学校教育法による高等学校において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して７年以上の実務経験を

建築に関して１１年以上の実務経験を有する者

書類を添付してください。

石綿作業主任者技能講習を修了した者（科目の免除は行いません）

学校教育法による大学（短期大学を除く）において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した

その他、建築・環境・労働行政の職員として一定の職務に従事した経験を有する者等（別紙「参考」の受講資格要件の詳細

学校教育法による短期大学（修業年限が３年）において、建築に関する正規の課程、相当課程（夜間に授業を行うものを除

く）を修めて卒業した後、建築に関して３年以上の実務経験を有する者

月　　　　日
47,080円（税込）

受講料41,800円＋テキスト代4,730円

受講料41,800円＋テキスト代5,280円

□

受講申込書の住所、氏名、生年月日については修了証作成のため、楷書
で正確にご記入ください。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　２～７に○を付けた場合は、必ず記入してください。

※受講資格１．は技能講習修了証の写しを、２～５は卒業証書写し又は卒業証明書（原本）を、７は「参考」で示されている

学部卒業

職名
氏名

上記の該当する受講資格及び左記を証明します。

銀行振込（領収書発行不可）

〒　　　　-

窓口持参（領収書発行可）

※この講習を受講するには、受講資格(事業者証明も必要)が必要です。受講資格の記入、事業者証明がないものは受付できません。個人で申
込をされる場合についても必要です。

（ F A X ）

氏　名

支
払
方
法支部

事業所を通じて申込む場合、(受講票、修了証などの送付先となります)  ので
事業所についてご記入下さい（自営業含む）。 個人申込の方は、記入不要です。

非会員

会員

【受講料について】　

□

現金書留（領収書発行可）会員所属支部

入金予定日受講料は開講７日前まで（休日を除く）にご入金ください。講習当日の支払いはできません。 □

46,530円（税込）

部署及び氏名
勤務先を通じて
申し込む場合は

必ず記入

済未

下記の注意事項をご参照のうえ、太枠内をご記入くださ
い。
※印は、必須記入事項　(鉛筆使用不可)

＜写真貼付欄＞

WEB予約した際、メールに届く予約番号をご記入ください

講 習 名 建築物石綿含有建材調査者講習（一般）受講申込書

※受付欄

様式第１号‐２

印

　　


